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廃棄物を扱うものとして、廃掃法をはじめとするさまざまな規制の理解が必要！



検討内容（課題を洗い出す）

 廃棄物を扱うものとして、廃掃法をはじめとするさまざまな規制を

理解していないといけない。

※実情 例：社内の産廃担当者の中に、条例まで理解しているものが少ない。

例：全社を管理している廃棄物担当者だけが理解している。

例：県外、市外のグループ会社が、条例を理解していない。

 廃棄物担当者に必要な力量をつけさせたい。

 必要とされる法令の順守項目を教育することが必要。

 担当者に教育する際には、理解度テストがあると良い。



対策・取組

 産業廃棄物に関する各社の規定／基準／ルールなどを入手する。（～6月30日）

 法令（廃掃法・豊田市条例）に関する各社の教育資料を入手する。（～6月30日）

↓

 小島プレス殿の教育資料をベースに、ブラッシュアップする。（9月～11月）

（例：県条例や豊田市条例なども盛り込んだらどうか。特に廃棄物関連は

豊田市内では県条例が適用されない点に注意が必要）

 理解度テストを作成して、知識の定着を図る。

⇒理解度テストを11月末までに作成。

 豊生ブレーキ工業（株）殿の工場見学を実施。（10月25日）



工場見学

廃棄物保管場所の掲示板に記載されて
いる「廃棄物の種類」について、適正
な表示になっているかどうか確認した。
他にグッドポイントとして、写真など
を使って分別しやすい工夫がなされて
いることも確認できた。

現地現物で、気づきなどを共有。深掘り。



廃掃法教育テキスト







処理計画書 産業廃棄物の発生量が前年度1,000ton以上の場合

状況報告書 前年度に産業廃棄物処理計画書を提出した場合

搬入届出書 豊田市外から市内に搬入する場合

変更届出書 豊田市外から市内に搬入する届出をした後に変更する場合

実績届出書 前年度に届け出た搬入数量に対する実際の搬入数量報告

対象となる事業所の届出、報告書の提出義務

名称 産廃品目

蛍光灯
小型家電

廃プラスチック類
金属くず
ガラスくず

電球
体温計

金属くず
ガラスくず

電池
汚泥
金属くず

バッテリー
廃酸
廃プラスチック類
金属くず

【代表的な混合物】



水銀使用製品産業廃棄物 ※特に重要な産廃物

【主な製品】 ・水銀体温計
・水銀血圧計

■廃棄物保管場所の掲示板

⇒産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」を記載すること。

■保管方法

⇒他の物と混合するおそれのないように仕切りを設ける等の措置をとること。

※意図せず割れてしまったものについては、密閉容器に入れて保管する。
＜その他注意する点＞
・人や台車などが往来する場所には置かない。
・重ならないようにしたり、緩衝材を設置するなど。
・専用の容器に入れる。（密閉できる容器が望ましい）

■処理の委託

⇒「水銀使用製品産業廃棄物」の収集運搬又は処分の許可を受けた事業者に
委託すること。

【必要な措置】

電極部にセロテープ等を貼りつけ、絶縁する



得点 /100点

実施日 部署名 社員No. 氏名

（各5点）

1.（　　）に当てはまる言葉を下記から選択して下さい。

■廃棄物処理法は、「廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な（　①　）、保管、収集、運搬、 答え　イ

　 再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全・・・」

　　ア）処理　　イ）分別　　ウ）排出

■廃棄物処理法において「一般廃棄物」とは（　②　）廃棄物をいう。 答え　ア

　　ア）産業廃棄物以外の　　イ）家庭から排出された　　ウ）事業活動に伴って生じた廃棄物以外の

■委託した事業者は、その処理の状況を確認するとともに（　③　）から（　③　）が終了するまでの 答え　ウ

　 一連の処理の行程が適正に行われるための必要な措置を講ずる努めがある。

　　ア）発生、収集運搬　　イ）収集、最終処分　　ウ）発生、最終処分

■３Ｒとは１番目に（　④　）である。 答え　ア

　　ア）リデュース　　イ）リユース　　ウ）リサイクル

■委託契約書及び関連書面は、契約終了日から（　⑤　）保存する必要がある。 答え　イ

　　ア）3年間　　イ）5年間　　ウ）7年間

■特別管理産業廃棄物に該当するものの組合せとして最も適切なものは（　⑥　）と廃水銀等である。 答え　ウ

　　ア）水銀使用製品産業廃棄物　　イ）腐食性のあるPH値が2.5の廃酸　　ウ）PCB廃棄物

廃棄物処理法　修了テスト



2.次の説明で正しものは○、誤っているものは×を記入して下さい。

■事業活動によって生じた廃棄物はすべて産業廃棄物になる。 答え　×

■事業系一般廃棄物の処理責任は、市町村にある。 答え　×

■オフィスで使用し、不要となったプラスチック製のクリアファイルは産業廃棄物に該当する。 答え　○

■PH値10の廃アルカリは、特別管理産業廃棄物に該当する。 答え　×

■PCB廃棄物の保管事業者は、保管状況に変化がなくても、毎年度、届出をしなければならない。 答え　○

■産業廃棄物の保管場所には、周囲に囲いを設ける必要がある。 答え　○

■産業廃棄物保管場所には、見やすい位置に法定要件を満たした掲示板を設置しなければならない。 答え　○

■水銀使用製品産業廃棄物は、他の物と混合するおそれのないように仕切りを設けなければならない。 答え　○

■産業廃棄物を排出事業者自ら運搬する場合は、運搬車両に「産業廃棄物運搬車」の表示は必要ない。 答え　×

■収集運搬を委託する場合、契約を結ぶのは委託終了後でも良い。 答え　×

■委託契約書には、常に最新の許可証の添付が必要である。 答え　○

■処分を委託する予定の産業廃棄物のすべての種類について、許可証に含まれている必要がある。 答え　○

■WDSは、産業廃棄物の適正な処理に必要な情報を正確に処理業者へ伝達することを目的としている。 答え　○

■1円で売れるものは何でも「有価物」になるので、廃棄物処理法の適用は受けない。 答え　×



まとめ

提案：

今回、グループ活動の中で作成した「教育資料」「理解度テスト」を各社で実際

に使い、その結果として皆さんから改善点をお聞かせいただきたい。

⇒来年更新する教材「覚えておきたい環境法令 廃棄物・リサイクル」に反映

させていきたい。


